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１．自治基本条例とは・・・

自治基本条例は、市の｢最高規範｣とも言われる条例で、「市民
自治によるまちづくり」を進める上での理念や原則、基本的な
ルールなどを定め、議会・市長・市民それぞれの役割と責務、
権利などを明確にし、市民が主役のより良いまちづくりの実現
を目指すための条例です。

●「市民自治」とは・・・

より良いまちづくりや地域の課題解決に向け、市民一人ひとりが考え、
行動すること

●「まちづくり」とは・・・

建物や道路などの整備や市政運営だけでなく、暮らしやすい魅力ある
まちにしていくための、公共的な活動すべて

行政が担うものだけではなく、市民の福祉や
生活環境の向上などを目的として、自治会、
市民活動団体などにより行われる地域活動や、
ボランティア活動、社会貢献活動なども広く
含みます
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２．自治基本条例策定の背景

理由その１

自治体の権限と責任の増加

⇒「自己決定・自己責任」による行政運営が必要

平成１２（2000）年に地方分権一括法が施行
国・都道府県・市町村の関係が、上下・主従の関係から、対等・協力の関係へと変化

～ なぜ自治基本条例が必要なの？ ～

市民、議会、市長のそれぞれの役割や責務を明確にし、連

携、協力していく仕組みづくりと、まちづくりを進める上

での「共通のルール」が必要
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理由その２

・少子高齢化をはじめとした社会環境の変化

・人々の価値観やニーズの多様化

・厳しい財政状況

地域を構成する市民、自治会、市民活動団体、大学、事業者

などと行政とが、共に考え、意見や知恵を出し合いながら、

住みよいまちづくりに取り組んでいくことが求められる

～ なぜ自治基本条例が必要なの？ ～

２．自治基本条例策定の背景
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理由その３

・市民の自治意識の芽生え

自分たちが暮らすまちや市政に関心を持ち、

地域の課題解決に向け行動するなど、市民

の中に自治意識が芽生えてきている

～ なぜ自治基本条例が必要なの？ ～

２．自治基本条例策定の背景
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このようなことを背景として

江別市なりの市民自治のあり方、市民と市との情報共有、まちづくりに関

する市民参加のあり方など、「自治のかたち」をつくることが必要

「江別市自治基本条例」の制定
＜ 住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定める条例 ＞

～ なぜ自治基本条例が必要なの？ ～

２．自治基本条例策定の背景

＜自治基本条例の制定によって・・・＞

①市民みんなが、まちづくりの方向性の共通認識を持つことができる

②市民・議会・市長それぞれが何をすべきかなど、それぞれの役割が明確化される

③行政運営をはじめとして、まちづくりを進める上での考え方が明確になるなど、
自治運営の基本となる事項が普遍化される

⇒ 市民自治の考え方が広がって行く
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前文

第１章 総則（第１条－第５条）

第２章 市民（第６条－第８条）

第３章 議会及び議員（第９条・第１０条）

第４章 市長及び職員（第１１条・第１２条）

第５章 行政運営（第１３条－第２０条）

第６章 情報共有の推進（第２１条－第２３条）

第７章 市民参加・協働の推進（第２４条・第２５条）

第８章 住民投票（第２６条）

第９章 他の自治体等との連携及び協力（第２７条）

第１０章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価（第２８条）

第１１章 条例の見直し（第２９条）

江別市自治基本条例の全体構成
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わたしたちは、豊かな流れの石狩川と原始の姿を今にとどめる森に囲まれたまち江別市

に集いました。

江別市は、屯田兵らによって開拓され、恵まれた自然を生かした農業やれんが産業、川

を利用した物資流通の拠点として栄えてきました。今日ではやきものの街としても知られ、

また、道央圏において有数の文教都市として発展を遂げています。

わたしたちは、先人が切り拓き守ってきた自然と、たゆまぬ努力と英知によって興し育て

てきた産業や伝統、培われた文化を受け継ぎ、未来の世代へ引き継いでいかなければな

りません。

わたしたちは、江別市民憲章に掲げられた理念に沿って、命をはぐくむ水と緑の大いなる

自然と都市が調和しているこのまちの魅力を生かして、教養ある文化のまちを目指し、お

互いを尊重し、支え合う地域社会を大切にする、人中心のまちづくりを進めていきます。

ここにわたしたちは、江別市の市民自治の基本理念と基本原則を掲げ、市民及び市そ

れぞれの役割と責務を明らかにするとともに、市民自治の意識の高揚を図りながら、かけ

がえのない愛する郷土、個性あふれるまちを創るため、江別市の最高規範として、この条

例を制定します。

前 文
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第１条（目的）

この条例は、江別市の市民自治の基本理念及び基本原則並びに自治運営の基本的な事項を
定め、市民の信託に基づく議会及び市長等の役割及び責務を明らかにするとともに、市民自ら
が考え、行動する、市民自治を実現することを目的とする。

第１章 総則（第１条～第５条）

第２条（定義）

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、若しくは学ぶ者又は市内で事業活動その他の

活動を行う者若しくは団体をいう。

(２) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び

固定資産評価審査委員会をいう。

(３) 市 議会及び市長等をいう。

(４) まちづくり 暮らしやすく、魅力あるまちを実現するためのすべての公共的な活動をいう。

(５) 協働 市民及び市が、それぞれの役割及び責任を理解し、互いに尊重しながら協力して取

り組むことをいう。



11

第３条（市民自治の基本理念）

市民一人ひとりが自治の主役として、市政に関する情報を共有し、自らの責任において主体的
に考え、積極的にまちづくりに参加及び協働しながら、より良いまちづくりを推進することを市民
自治の基本理念とする。

第４条（市民自治の基本原則）

市民及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、市民自治を実現するものとする。

(１) 情報共有の原則 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有すること。

(２) 市民参加・協働の原則 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりへの参加及び協働を

進め、市は、それを尊重すること。

(３) 信託と責任の原則 市は、市民の信託に基づき、公正かつ誠実に市政を運営する責任を

負うこと。

第５条（この条例の位置付け）

この条例は、江別市の自治の基本を定める最高規範であり、市民及び市は、この条例の趣旨を
最大限に尊重しなければならない。

２ 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の解釈及び運用に当たっては、この
条例の規定との整合を図らなければならない。

第１章 総則（第１条～第５条）
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第６条（市民の権利）

市民は、市政に関する情報について知る権利を有する。

２ 市民は、市政に参加する権利を有する。

３ 市民は、まちづくりに関する意見を表明し、提案する権利を有する。

第７条（市民の責務）

市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、互いの活動の自主性及び自立性を尊重し、協力
しながら市民自治によるまちづくりの推進に努めるものとする。

２ 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。

３ 市民は、市政に関する認識を深め、市と協働して地域社会の発展に寄与するよう努めるもの
とする。

第８条（事業者の責務）

事業者は、地域社会を構成する市民の一員としての社会的役割を認識し、地域社会との調和を
図りながら市民自治のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

第２章 市民（第６条～第８条）
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第９条（議会の役割と責務）

議会は、選挙により信託を受けた議員によって構成される議決機関であり、本市の重要な意思
決定を行うとともに、市長等による事務の執行を監視及びけん制し、市民の意思を政策形成に
反映させるものとする。

２ 議会は、まちづくりの課題を明らかにし、審議の過程その他議会の活動に関する情報を市民
に提供し、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。

第１０条（議員の責務）

議員は、市民の信託に応え、総合的視点に立ち、公平、公正かつ誠実に職務を遂行するものと
する。

２ 議員は、広く市民の声を聴くことにより市民の意思を把握し、これを政策形成に反映させるよ
う努めなければならない。

３ 議員は、自らの活動及び議会の活動を市民に分かりやすく説明し、情報提供に努めなけれ
ばならない。

４ 議員は、議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため、積極的に調査研究に努
めなければならない。

第３章 議会及び議員（第９条～第１０条）
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第１１条（市長の役割と責務）

市長は、市民から信託を受けた本市の代表者として、この条例を遵守し、市民自治のまちづくり
を推進しなければならない。

２ 市長は、公平かつ誠実な行政運営を行わなければならない。

３ 市長は、市政に関する情報を市民に分かりやすく説明しなければならない。

４ 市長は、補助機関である職員の能力向上を図るとともに、効率的な組織の運営に努めなけ
ればならない。

第１２条（職員の責務）

職員は、この条例を遵守し、市民の視点に立って公正かつ効率的に職務を遂行しなければなら
ない。

２ 職員は、市民自治によるまちづくりを推進するために必要な能力の向上に努めなければなら
ない。

第４章 市長及び職員（第１１条～第１２条）
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第１３条（総合計画）

市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

２ 市は、総合計画を策定するに当たっては、多くの市民意見を反映させるため、必要な情報提
供に努めるとともに、市民参加を積極的に進めるものとする。

３ 市は、総合計画の達成目標を明らかにするとともに、その内容及び進行状況に関する情報
を市民に分かりやすく提供するものとする。

４ 市は、総合計画が社会の変化に対応できるよう検討を加え、必要に応じて見直しを行うもの
とする。

第１４条（財政運営）

市長は、財政の状況を的確に把握し、予算の編成に当たっては、総合計画及び行政評価の結
果を反映させることにより、将来的な財政見通しに立った健全な財政運営に努めなければなら
ない。

２ 市長は、財政状況に係る情報並びに予算及び決算に係る情報を市民に分かりやすく公表す
ることにより、財政運営の透明性の確保に努めなければならない。

第５章 行政運営（第１３条～第２０条）
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第１５条（行政評価）

市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を図るため、行政評価を実施し、その結果を施策等
に反映させるとともに、市民に分かりやすく公表するものとする。

２ 市長等は、市民、専門家等による外部評価の仕組みを整備するよう努めなければならない。

第１６条（政策法務）

市は、自主的な政策活動を推進するため、必要に応じて条例、規則等の制定及び改廃を行うと
ともに、法令等の調査研究を重ね、主体的かつ適正な解釈に努めなければならない。

第５章 行政運営（第１３条～第２０条）

第１７条（危機管理・防災）

市長等は、市民の生命、身体及び財産を保護するため、情報の収集及び提供並びに必要な対
策を実行できる体制の整備に努めなければならない。

２ 市長等は、市民の防災意識の向上を図るとともに、災害発生時に備え、市民、事業者及び
関係機関との連携及び協力を図るよう努めなければならない。
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第１８条（行政手続）

市長等は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、処分、行政指導等に
関する手続きを定めるものとする。

２ 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第１９条（外部監査）

市は、適正で効率的な行政運営を確保するため、必要に応じて外部の監査人その他第三者に
よる監査を実施することができる。

第５章 行政運営（第１３条～第２０条）

第２０条（公益通報）

市長等は、市政の適法かつ公正な運営を確保するために、違法な行為について通報を行った
職員等が、通報により不利益を受けないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

条文は、全部で
２９条あります
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第２１条（情報共有）

市は、まちづくりに関する情報を市民と共有するため、速やかに、かつ、分かりやすく情報提供
するとともに、制度及び体制の充実に努めるものとする。

２ 市は、市民からの意見、要望、提案等に対し、速やかに、かつ、誠実に対応するとともに、市
民と情報を共有するため、必要に応じてその対応状況を公表するよう努めなければならない。

３ 市民は、まちづくりに関する情報を共有するため、これに対する関心を高め、必要な情報の
収集に努めるものとする。

第２２条（情報公開）

市は、市民の市政に関する情報について知る権利を尊重し、市政に関する情報を公正かつ適
正に公開するものとする。

２ 情報公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第６章 情報共有の推進（第２１条～第２３条）

第２３条（個人情報の保護）

市は、個人情報の収集や利用、提供、管理等を適正に行うとともに、自己に係る個人情報の開
示、訂正等を請求する市民に対し適切な措置を講じなければならない。

２ 個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。



19

第２４条（市民参加の推進）

市は、まちづくりへの市民参加を推進するため、制度の充実に努めるものとする。

２ 市は、政策の立案、実施及び評価の各段階における市民参加を推進し、市民の意見が適切
に反映されるよう努めなければならない。

３ 市は、市民参加において、性別、年齢、障がいの有無、経済状況、宗教、国籍等によって市
民が不当に不利益を受けないよう配慮するものとする。

４ 市長等は、広く市民の意見を聴き、その意見を反映させるための仕組みづくりに努めなけれ
ばならない。

５ 市民参加に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第２５条（市民協働の推進）

市民及び市は、協働のまちづくりを推進するための環境づくりに努めなければならない。

２ 市は、市民のまちづくり活動における自主性及び自立性を尊重し、必要な制度の整備を行う
ものとする。

３ 市は、市民が協働のまちづくりに参加しないことにより、不当に不利益を受けないよう配慮す
るものとする。

４ 市民協働の推進に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第７章 市民参加・協働の推進（第２４条～第２５条）
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第２６条（住民投票）

市は、市政に関する重要事項について、直接、住民（市内に住所を有する者（法人を除く。）をい
う。）の意思を確認するため、住民投票を行うことができる。

２ 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

３ 住民投票を実施しようとするときは、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとする。

第２７条（他の自治体等との連携及び協力）

市は、共通するまちづくりの課題を解決するため、広く他の自治体及び関係機関と相互に連携
し、協力するよう努めるものとする。

２ 市は、政策を実施するため必要があるときは、北海道及び国と連携を図りながら協力すると
ともに、北海道及び国に対して適切な措置を講ずるよう提案するものとする。

第８章 住民投票

第９章 他の自治体等との連携及び協力
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第２８条（市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価）

市は、市民自治によるまちづくりに関する施策又は制度がこの条例の趣旨に沿って整備され、
又は運用されているかについて評価し、必要な見直しを行うための仕組みを整備するよう努め
なければならない。

２ 市は、前項の規定による評価に当たっては、市民の意見が適切に反映されるよう努めなけ
ればならない。

第２９条（条例の見直し）

市は、この条例の施行の日から起算して４年を超えない期間ごとに、この条例の規定について
検討し、その結果に基づいて見直しを行うものとする。

第１０章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価

第１１章 条例の見直し

条文は、
ここまで
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今後、市は何をするの？
職員の意識向上

事務事業に関する一層の情報提供

事務事業を進める上での市民参加の推進

自治基本条例に基づく、新たな仕組みづくりや条例の策定

市民は何をすれば良いの？

まちのことに関心を持ち、自らも情報収集に努める

意見公募などを通じて、自分の考えを市に伝える

地域活動をはじめ、公共的な活動に取り組む

住み良いまちにするために、自分ができることから取り組む

今後、市は何をするの？

市民の視点に立った取り組み
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これからの江別が、市民主体の“より住み良いまち”へと

着実に変化していきます

この条例で何が変わるの？

条例の趣旨に基づいて、市民の視点に立って仕事を進めます

市の現状や課題の理解と、地域活動などをはじめとした「まちづくり
活動」への参加や市政への参加などの広がりが期待されます

市民の行動や意見が、これからの
「まちづくり」に生かされます

市

市民

市民と市の
情報共有

市民・議会・市長
それぞれの
役割の明確化 市民参加や

市民協働の推進

市民への説明責任 市民の信託に基く
責任ある市政運営
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市民自らが考え、行動する、市民自治を実現することが、こ

の条例の目的

そのためには、市民の条例に対する理解と市民一人ひとりの

自治意識の高まりが不可欠

まずは、自分ができることから始めましょう

例えば・・・

●市の広報やホームページなどで、市のことを知る

●意見公募やアンケートなどに意見を提出する

●審議会や検討委員会などの委員の公募に応募する

●家の周辺を清掃する

●自治会活動や市民活動などに参加する ・・・など

おわりに・・・

市民と市が共に育てていく条例



江別市自治基本条例江別市自治基本条例

江別市 企画政策部江別市 企画政策部

みんなで、住み良い江別をつくっていきましょう！


